
事
案
の
概
要

　

二
〇
〇
七
年
六
月
、
日
本
共
産
党
が
公
表
し
た
自
衛
隊
の
内
部
文
書
に

よ
っ
て
、
陸
上
自
衛
隊
の
情
報
保
全
隊
が
イ
ラ
ク
派
兵
に
反
対
す
る
市
民

や
団
体
の
活
動
を
組
織
的
・
系
統
的
・
日
常
的
に
監
視
し
、
そ
の
情
報
を

収
集
・
分
析
・
管
理
保
管
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
情
報
保
全
隊
は

イ
ラ
ク
派
遣
開
始
前
後
の
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
〜
二
〇
〇
四
年
二
月
に
お

い
て
、
反
対
集
会
や
デ
モ
行
進
を
監
視
し
、
参
加
し
た
個
人
、
団
体
の
情

報
を
「
国
内
勢
力
の
反
対
動
向
」
な
ど
と
題
し
て
内
部
文
書
を
作
成
し
て

い
た
。
原
告
ら
は
、
自
衛
隊
の
イ
ラ
ク
派
遣
に
反
対
す
る
活
動
等
を
自
衛

隊
情
報
保
全
隊
に
よ
っ
て
監
視
さ
れ
て
情
報
を
収
集
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
精
神
的
苦
痛
を
受
け
た
と
し
て
、
人
格
権
に
基
づ
く
今
後
の
一
切
の

表
現
活
動
に
対
す
る
情
報
保
全
隊
に
よ
る
監
視
等
の
差
止
め
並
び
に
国
家

賠
償
法
一
条
一
項
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
及
び
遅
延
損
害
金
を
提
起
し

た
。

（
判
旨
）
一
部
棄
却
・
一
部
却
下
・
一
部
容
認
（
控
訴
）

差
止
請
求
に
係
る
訴
え
は
適
法
か
否
か
に
つ
い
て

　

「
原
告
ら
が
被
告
に
対
し
差
止
め
を
求
め
る
『
表
現
活
動
の
監
視
に
よ

る
情
報
収
集
等
』
は
、
必
ず
し
も
一
義
的
に
明
確
な
用
語
で
は
な
く
、
か

つ
、
本
訴
の
経
過
等
に
照
ら
せ
ば
、
原
告
ら
も
主
観
と
し
て
否
定
的
な
価

値
観
を
含
ま
せ
て
用
い
て
い
る
言
葉
と
認
め
ら
れ
」、「
こ
れ
を
も
っ
て
、

差
止
め
の
対
象
た
る
将
来
の
行
為
を
具
体
的
に
特
定
す
る
機
能
を
有
し
て

い
る
と
は
い
い
難
い
か
ら
、
原
告
ら
の
差
止
請
求
に
係
る
訴
え
は
、
不
適

法
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」。

情
報
保
全
隊
が
表
現
活
動
の
監
視
に
よ
る
情
報
収
集
等
を
行
っ
た
否
か
に

つ
い
て

　

「
本
件
文
書
１
の
形
式
は
防
衛
省
に
お
け
る
文
書
の
形
式
に
関
す
る
訓

令
所
定
の
文
書
の
形
式
に
合
致
し
て
お
り
、
ま
た
、
本
件
各
文
書
の
作
成

者
と
し
て
東
北
方
面
情
報
保
全
隊
長
な
い
し
情
報
保
全
隊
が
表
示
さ
れ
て

い
る
こ
と
等
を
考
え
併
せ
れ
ば
、
本
件
各
文
書
に
つ
き
、
真
の
原
本
が
存

情
報
保
全
隊
に
よ
る
情
報
収
集
・
保
存
が
違
法
と
さ
れ
た
事
例 

（ 

仙
台
地
方
裁
判
所
平
成
二
四
年
三
月
二
六
日 

判
例
時
報
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一
四
九
号
九
九
頁
）

岡
山
公
法
判
例
研
究
会

133 『岡山大学法学会雑誌』第63巻第１号（2013年８月）

一
三
三



在
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
が
情
報
保
全
隊
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
認

め
ら
れ
る
」。

情
報
保
全
隊
よ
る
情
報
収
集
等
は
適
法
か
否
か
に
つ
い
て

　

「
行
政
機
関
保
有
個
人
情
報
保
護
法
が
制
定
さ
れ
た
平
成
一
五
年
五
月

三
〇
日
ま
で
に
は
、
自
己
の
個
人
情
報
を
正
当
な
目
的
や
必
要
性
に
よ
ら

ず
収
集
あ
る
い
は
保
有
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
の
自
己
の
個
人
情
報
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
権
利
は
、
法
的
に
保
護
に
値
す
る
利
益
と
し
て
確
立

し
、こ
れ
が
行
政
機
関
に
よ
っ
て
違
法
に
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
は
、国（
被

告
）
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
個
人
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
べ
き
に
至
っ

た
と
解
さ
れ
る
」。

　

情
報
保
全
隊
は
「
原
告
Ｘ1

、
原
告
Ｘ2

、
原
告
Ｘ3

、
原
告
Ｘ4

及
び
原
告
Ｘ5

に
つ
い
て
は
、
情
報
保
全
隊
は
、
こ
れ
ら
各
原
告
が
し
た
活
動
等
の
状
況

等
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
れ
ら
各
原
告
の
氏
名
、
職
業
に
加
え
、
所
属
政
党

等
の
思
想
信
条
に
直
結
す
る
個
人
情
報
を
収
集
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

す
る
と
、
こ
れ
ら
各
原
告
は
、
情
報
保
全
隊
に
よ
り
、
…
…
自
己
の
個
人

情
報
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
法
的
保
護
に
値
す
る
利
益
、
す
な
わ
ち
、

人
格
権
を
侵
害
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」。

　

「
そ
こ
で
、
原
告
Ｘ1

、
原
告
Ｘ2

、
原
告
Ｘ3

、
原
告
Ｘ4

及
び
原
告
Ｘ5

に
つ

い
て
、
進
ん
で
、
情
報
保
全
隊
が
…
…
個
人
情
報
を
収
集
し
て
保
有
し
た

こ
と
に
関
し
、
行
政
上
の
目
的
、
必
要
性
そ
の
他
の
適
法
性
を
基
礎
付
け

る
具
体
的
な
事
由
（
換
言
す
れ
ば
、
上
記
各
原
告
が
こ
れ
を
甘
受
す
べ
き

根
拠
と
な
る
具
体
的
な
事
由
）
が
存
在
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
に
、
被

告
は
、
上
記
各
原
告
に
対
す
る
情
報
収
集
等
に
つ
い
て
、
目
的
、
必
要
性

そ
の
他
の
適
法
性
を
基
礎
付
け
る
具
体
的
な
事
由
を
何
ら
主
張
せ
ず
、
た

だ
、
情
報
保
全
隊
の
組
織
規
範
及
び
一
般
的
な
情
報
保
全
業
務
に
関
す
る

主
張
を
す
る
に
止
ま
」
る
。

　

「
確
か
に
、
行
政
機
関
が
す
る
情
報
収
集
等
に
つ
き
一
律
に
個
々
の
法

律
上
の
明
文
規
定
が
必
要
と
ま
で
は
解
さ
れ
な
い
が
、
組
織
規
範
は
、
情

報
収
集
等
が
可
能
な
範
囲
を
画
す
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
積
極
的
に
情
報
収

集
等
の
目
的
、
必
要
性
等
を
基
礎
付
け
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
情
報
収

集
等
の
目
的
、
必
要
性
等
に
関
し
て
被
告
か
ら
何
ら
具
体
的
な
主
張
の
な

い
本
件
に
お
い
て
は
、
原
告
ら
が
適
法
性
を
否
定
す
る
事
情
と
し
て
種
々

主
張
す
る
事
実
の
存
否
等
に
つ
い
て
判
断
す
る
ま
で
も
な
く
、
前
記
各
原

告
に
つ
き
情
報
保
全
隊
が
し
た
情
報
収
集
等
は
、違
法
と
み
る
ほ
か
な
い
」。

一　

本
判
決）

1
（

の
位
置
づ
け

　

近
時
、
通
信
傍
受
法
の
制
定
、
あ
る
い
は
、
明
確
な
法
的
根
拠
に
基
づ

か
ず
行
わ
れ
て
い
る
警
察
に
よ
る
監
視
カ
メ
ラ
の
設
置
な
ど
に
よ
り
、
国

家
機
関
に
よ
る
国
民
の
行
動
が
監
視
さ
れ
る
状
況
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て

き
て
い
る）

2
（

。
本
判
決
は
、
情
報
保
全
隊
の
情
報
収
集
活
動
を
違
法
し
た
こ

と
で
、
国
家
機
関
に
よ
る
監
視
活
動
あ
る
い
は
情
報
収
集
活
動
の
在
り
方

に
対
し
て
、
一
石
を
投
じ
た
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。

二　

国
家
機
関
に
よ
る
情
報
収
集
活
動
と
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
権

　

本
件
に
お
け
る
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
国
家
機
関
に
よ
る
情
報
収
集
活

動
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
関
係
を
い
か
に
考
え
る
か
で
あ
る
。
こ
の
点
を
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考
え
る
上
で
重
要
な
の
は
、
京
都
府
学
連
事
件
判
決）

3
（

で
あ
る
。
京
都
府
学

連
事
件
に
お
い
て
も
、
本
件
と
同
様
に
法
律
の
根
拠
を
欠
く
国
家
機
関
に

よ
る
情
報
収
集
活
動
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
京
都
府
学
連
事

件
判
決
は
、法
律
の
根
拠
を
欠
く
警
察
に
よ
る
情
報
収
集
活
動
に
つ
い
て
、

そ
の
統
制
を
国
会
か
ら
裁
判
所
へ
と
シ
フ
ト
さ
せ
る
こ
と
で
法
定
主
義
か

ら
の
解
放
を
正
当
化
し
つ
つ
も）

4
（

、裁
判
所
が
警
察
比
例
の
原
則
を
適
用
し
、

必
要
性
の
有
無
（
警
察
違
反
の
状
態
を
排
除
す
る
た
め
に
必
要
な
場
合
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）、
過
剰
規
制
の
有
無
（
必
要
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、

目
的
と
手
段
が
比
例
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）を
審
査
す
る
こ
と
で）

5
（

、

国
家
機
関
の
情
報
収
集
活
動
に
対
し
て
限
界
を
設
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

京
都
府
学
連
事
件
判
決
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
枠
組
み
は
、
Ｎ
シ
ス
テ
ム

の
合
憲
性）

6
（

、
監
視
カ
メ
ラ
の
合
憲
性）

7
（

が
争
わ
れ
た
事
案
に
お
い
て
も
踏
襲

さ
れ
て
い
る
。

　

少
な
く
と
も
、
国
家
機
関
の
情
報
収
集
活
動
と
の
関
係
に
お
け
る
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
権
は
、
主
観
的
権
利
を
保
障
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、

国
家
機
関
の
権
限
行
使
の
限
界
を
設
定
す
る
も
の
で
あ
り）

8
（

、
い
わ
ば
「
ブ

レ
ー
キ
」
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
き
た）

9
（

。
す
な
わ
ち
、
国
家
機
関
と

の
関
係
に
お
け
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
は
、
国
家
機
関
の
介
入
の
限
界
に
関

わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
公
権
力
の
正
当
で
は
な
い
行
使
を
統
制

す
る
客
観
原
則
」
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る）

10
（

。

三　

本
判
決
に
お
け
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
捉
え
方
と

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
侵
害
の
有
無
の
判
断
枠
組
み

　

本
件
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
情
報
保
全
隊
に
よ
る
情
報
収
集
活

動
（
監
視
活
動
）
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
を
侵
害
す
る
か
否
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
際
し
て
、
ま
ず
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
を

い
か
に
捉
え
る
か
が
重
要
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
判
決
は
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
権
を
自
己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
と
定
義
し
て
、
さ
ら
に
、
そ

の
成
熟
性
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
自
己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
に

つ
い
て
は
、
権
利
の
内
容
が
不
明
確
で
多
義
的
で
あ
り
、
そ
の
成
熟
性
が

疑
問
視
さ
れ
て
き
た
が）

11
（

、
本
判
決
は
「
行
政
機
関
保
有
個
人
情
報
保
護
法

が
制
定
さ
れ
た
平
成
一
五
年
五
月
三
〇
日
ま
で
に
は
」
自
己
情
報
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
権
が
確
立
し
た
と
し
て
い
る
。
た
だ
、
本
判
決
は
自
己
情
報
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
権
の
憲
法
上
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
お
ら
ず）

12
（

、

ま
た
、
本
判
決
に
い
う
自
己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
と
学
説
上
の
自
己
情

報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
が
同
一
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い）

13
（

。

　

次
に
、
本
判
決
に
お
け
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
侵
害
の
有
無
を
判
断
す
る

た
め
の
判
断
枠
組
み
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
判
決
は
、
国
家
機
関
に
よ
る

情
報
収
集
活
動
に
つ
い
て
、「
一
律
に
個
々
の
法
律
上
の
明
文
規
定
が
必
要

と
ま
で
は
解
さ
れ
な
い
」
と
し
て
従
来
の
枠
組
み
を
踏
襲
す
る
一
方
で）

14
（

、

「
情
報
収
集
等
に
つ
い
て
、
目
的
、
必
要
性
そ
の
他
の
適
法
性
を
基
礎
付

け
る
具
体
的
な
事
由
を
」
要
求
し
て
、
国
が
適
法
性
の
証
明
を
行
う
こ
と

が
で
き
な
い
限
り
、
情
報
収
集
活
動
は
違
法
で
あ
る
と
す
る
。
確
か
に
、

本
件
の
場
合
、
情
報
保
全
隊
の
情
報
収
集
活
動
に
つ
い
て
は
、
正
当
な
目

的
・
必
要
性
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
情
報
保
全
隊
は
、
自
衛
隊

の
保
有
す
る
内
部
情
報
の
保
全
の
た
め
の
組
織
で
あ
り）

15
（

、情
報
保
全
隊
は
、

こ
の
目
的
の
必
要
な
範
囲
で
の
み
情
報
収
集
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

と
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
近
時
、
政
府
の
情
報
収
集
機

能
や
い
わ
ゆ
る
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
機
能
の
必
要
性
・
重
要
性
が
強
く
意

情報保全隊による情報収集・保存が違法とされた事例（仙台地方裁判所平成二四年三月二六日　判例時報二一四九号九九頁）135
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識
さ
れ
、
そ
の
た
め
の
機
能
強
化
や
組
織
の
整
備
も
進
め
ら
れ
て
い
る
。

安
全
保
障
、
あ
る
い
は
、
国
益
保
護
と
い
っ
た
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
情
報

保
全
隊
の
果
た
す
役
割
を
軽
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い）

16
（

。し
か
し
な
が
ら
、

情
報
保
全
隊
は
防
衛
秘
密
に
関
す
る
情
報
の
保
護
と
漏
え
い
防
止
を
行
う

組
織
で
あ
り
、
本
件
で
情
報
保
全
隊
が
行
っ
て
い
た
自
衛
隊
の
活
動
に
反

対
す
る
個
人
・
集
団
に
対
す
る
監
視
・
情
報
収
集
活
動
は
、
情
報
保
全
隊

の
本
来
の
任
務
と
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
す
る

と
、
本
判
決
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
情
報
収
集
等
の
目
的
、
必
要
性
等
を

見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

も
っ
と
も
、
本
判
決
の
枠
組
み
の
も
と
で
も
、
従
来
の
枠
組
み
と
同
様

に
、
国
家
機
関
の
情
報
収
集
活
動
に
つ
い
て
は
、
一
律
に
許
さ
れ
な
い
と

い
う
わ
け
で
は
な
く
、
行
政
上
の
目
的
、
必
要
性
が
あ
れ
ば
適
法
と
評
価

さ
れ
る
。
し
か
し
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
た
監
視
活
動
は
情
報
保
全
隊
の

本
来
の
任
務
の
範
囲
を
逸
脱
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
違
法
な

活
動
と
し
て
判
断
さ
れ
た
と
し
て
も
や
む
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

四　

自
己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
に
よ
る
国
家
機
関
に

よ
る
情
報
収
集
活
動
の
統
制
の
意
義

　

以
上
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
本
件
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
の

は
、
情
報
保
全
隊
に
よ
り
収
集
さ
れ
た
情
報
が
固
有
情
報
か
否
か
と
い
う

こ
と
も
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
情
報
保
全
隊
に
よ
る
情
報
収
集
活
動
（
監
視

活
動
）
そ
れ
自
体
に
あ
る
。
そ
し
て
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
情
報

保
全
隊
の
活
動
は
法
律
上
認
め
ら
れ
た
範
囲
を
逸
脱
し
て
い
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
本
判
決
が
「
自
己
の
個
人
情
報
を
正
当
な
目

的
や
必
要
性
に
よ
ら
ず
収
集
あ
る
い
は
保
有
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
の

自
己
の
個
人
情
報
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
権
利
」
を
認
め
た
の
は
、
ま
さ

に
こ
の
点
と
関
連
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
本
判
決
は
、
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
を
自
己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
と
し
て
定
義
し
て
、
国
家
機
関

の
正
当
で
は
な
い
情
報
収
集
活
動
を
統
制
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。

　

自
己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
が
国
家
機
関
の
情
報
収
集
活
動
の
限
界
に

関
わ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
統
制
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
二
つ
の
意
義

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
萎
縮
効
果
の
問
題
で
あ
る
。
本
件
の

よ
う
に
、
国
家
機
関
に
よ
り
収
集
さ
れ
た
情
報
が
ど
の
よ
う
な
分
析
が
な

さ
れ
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
中
で
は
、
個
人
の
行
動
は
萎
縮
す
る）

17
（

。
裁
判

所
は
、
そ
う
し
た
萎
縮
効
果
を
排
除
す
る
よ
う
努
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
国
家
機
関
の
監
視
活
動
が
有
す
る
機
能
の
問
題
で
あ
る
。
監
視
活

動
が
プ
ラ
バ
イ
シ
ー
権
と
の
関
係
で
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
国
家
機
関
の

監
視
活
動
が
有
す
る
機
能
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
監
視
に
よ
っ
て

表
象
さ
れ
る
視
線
、
あ
る
い
は
、
ま
な
ざ
し
で
あ
る）

18
（

。
本
件
に
お
け
る
問

題
の
深
層
は
こ
の
点
に
あ
る
。
情
報
保
全
隊
に
よ
る
監
視
（
視
線
あ
る
い

は
ま
な
ざ
し
）
は
監
視
対
象
者
に
対
し
て
専
断
的
・
一
方
的
な
レ
ッ
テ
ル

を
張
り
、
彼
ら
を
「
反
自
衛
隊
活
動
」
を
行
う
者
と
し
て
仕
立
て
上
げ
る

と
同
時
に
、
継
続
的
に
監
視
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
で

規
格
化
さ
れ
た
行
動
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る）

19
（

。
情
報
保
全
隊
に
よ
る

監
視
活
動
は
反
自
衛
隊
活
動
を
行
う
者
を
排
除
す
る
と
い
う
よ
り
、
む
し

ろ
監
視
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
で
監
視
対
象
者
を
既
存
の
行
動
規
範
に
無
難

に
従
わ
せ
る
よ
う
に
規
律
し
訓
練
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
国
家
機
関

に
よ
る
無
尽
蔵
の
監
視
活
動
を
許
せ
ば
、
監
視
の
専
制
化
を
招
く
こ
と
に
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な
り
か
ね
な
い
。
そ
れ
は
個
人
の
私
的
領
域
は
侵
害
し
、
ひ
い
て
は
立
憲

主
義
の
基
盤
を
揺
る
が
す
こ
と
に
な
る）

20
（

。
そ
う
す
る
と
、
こ
こ
で
の
公
権

力
の
限
界
は
、
こ
の
よ
う
な
個
人
の
行
動
の
規
格
化
の
問
題
も
包
含
さ
れ

る
も
の
で
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
権
の
保
障
に
際
し
て
、
国
家
機
関
に
よ
る
情
報
収
集
活
動
に
対
し

て
、
情
報
収
集
等
の
目
的
、
必
要
性
等
を
要
求
す
る
こ
と
に
は
重
要
な
意

義
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

五　

本
判
決
の
意
義
と
課
題

　

本
判
決
に
は
、
三
つ
の
意
義
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
に
、
裁

判
例
上
、
こ
れ
ま
で
そ
の
内
容
、
保
障
範
囲
が
不
明
確
で
あ
っ
た
自
己
情

報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
に
つ
い
て）

21
（

、
本
判
決
は
明
確
に
実
定
法
上
の
権
利
性

を
認
め
て
お
り
、
そ
の
意
義
は
大
き
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
、

本
判
決
は
従
来
の
よ
う
な
一
般
論
で
は
な
く
、
よ
り
積
極
的
に
「
目
的
、

必
要
性
そ
の
他
の
適
法
性
を
基
礎
付
け
る
具
体
的
な
事
由
」
を
要
求
し
た

こ
と
で
、
国
家
機
関
の
監
視
活
動
に
対
し
て
よ
り
実
質
的
な
司
法
統
制
を

加
え
た
と
い
え
よ
う
。
先
に
み
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
統
制
は
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
権
の
保
障
に
際
し
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
。
第
三
に
、
上
記
の
点

と
も
関
連
す
る
が
、
国
家
機
関
に
よ
る
情
報
収
集
活
動
を
い
か
に
統
制
す

る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
国
会
と
裁
判
所
の
役
割
分
担
を
い
か
に

考
え
る
か
と
い
う
制
度
上
の
問
題
と
関
連
し
て
き
た
。
本
判
決
は
、
法
律

の
根
拠
が
存
在
し
な
く
と
も
国
家
機
関
に
よ
る
情
報
収
集
活
動
が
行
え
る

現
状
に
お
い
て
、
本
判
決
が
国
家
機
関
の
監
視
活
動
に
対
し
て
限
界
を
設

定
し
た
こ
と
で
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
改
め
て
一
定
の
方
向
性
を
示
し
た

と
い
え
よ
う
。

　

な
お
、
本
判
決
に
も
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
法
律
の
根
拠
に
つ

い
て
、
本
判
決
は
、
国
家
機
関
の
情
報
収
集
活
動
に
つ
い
て
、
組
織
規
範

の
み
な
ら
ず
、
よ
り
積
極
的
に
「
目
的
、
必
要
性
そ
の
他
の
適
法
性
を
基

礎
付
け
る
具
体
的
な
事
由
」
を
要
求
し
て
い
る
。
本
来
で
あ
る
な
ら
ば
、

い
か
な
る
情
報
収
集
の
権
限
を
国
家
機
関
に
認
め
る
べ
き
か
に
つ
い
て

は
、
裁
判
所
の
解
釈
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
国
会
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
べ

き
事
項
で
あ
ろ
う
。
国
家
機
関
の
情
報
収
集
活
動
に
対
し
て
は
法
律
の
根

拠
を
求
め
る
こ
と
の
意
義
を
問
い
直
す
必
要
が
あ
る）

22
（

。

 

（
中
曽
久
雄
）

（
１
）　

本
判
決
に
つ
い
て
は
、
片
桐
直
人
「
自
衛
隊
の
情
報
保
全
活
動
の
一
環

と
し
て
行
わ
れ
た
情
報
収
集
・
保
存
が
違
法
と
さ
れ
た
事
例
」 

Ｔ
Ｋ
Ｃ
ロ

ー
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
（
二
〇
一
二
年
）、
榎
透
「
自
衛
隊
情
報
保
全
隊
の
情
報

収
集
活
動
と
自
己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
」法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
九
三
号（
二

〇
一
二
年
）
一
三
八
頁
、
丸
山
敦
裕
「
自
衛
隊
情
報
保
全
隊
に
よ
る
情
報

収
集
活
動
の
適
法
性
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
五
三
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
六

〜
一
七
頁
。

（
２
）　

田
島
泰
彦
「『
監
視
社
会
』
と
市
民
的
自
由
」
法
律
時
報
七
五
巻
一
二
号

（
二
〇
〇
三
年
）
二
九
頁
。

（
３
）　

最
大
判
昭
和
四
四
年
一
二
月
二
四
日
刑
集
二
三
巻
一
二
号
一
六
二
五
頁
。

（
４
）　

山
本
龍
彦
「
京
都
府
学
連
事
件
判
決
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
―
警
察
に
よ

る
情
報
収
集
活
動
と
法
律
の
根
拠
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
八
九
号
（
二
〇
一

二
年) 

四
八
頁
。

（
５
）　

宍
戸
常
寿
『
憲
法
解
釈
論
の
応
用
と
展
開
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
一

年
）
二
一
〜
二
三
頁
。

（
６
）　

東
京
地
方
裁
判
所
平
成
一
三
年
二
月
六
日
判
例
時
報
一
七
四
八
号
一
四
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四
頁
。

（
７
）　

大
阪
地
方
裁
判
所
平
成
六
年
四
月
二
七
日
判
例
時
報
一
五
一
五
一
号
一

一
六
頁
。

（
８
）　

千
葉
邦
史
「
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
個
人
主
義
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
」
法

律
時
報
八
四
巻
三
号 (

二
〇
一
二
年) 

一
〇
二
頁
。

（
９
）　

棟
居
快
行
『
憲
法
学
の
可
能
性
再
論
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
一
年
）
二
六

一
頁
。

（
10
）　

千
葉
・
前
掲
注（
８
）一
〇
〇
頁
。

（
11
）　

松
本
和
彦
「
知
る
権
利
と
自
己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
」
小
山
剛
・
駒

村
圭
吾
編
『
論
点
探
求
憲
法　

第
２
版
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
三
年
）
一
三

四
頁
。

（
12
）　

榎
・
前
掲
注（
１
）一
三
八
頁
。
自
己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
の
憲
法
上

の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
裁
判
例
上
に
お
い
て
も
見
解
が
分
か
れ
て
い

る
。
大
沢
秀
介
・
葛
西
ま
ゆ
こ
・
大
林
啓
吾
『
憲
法 .com

』(

成
文
堂
、

二
〇
一
〇
年) 

九
九
〜
一
〇
一
頁

（
13
）　

丸
山
・
前
掲
注（
１
）一
七
頁
。

（
14
）　

棟
居
快
行
『
憲
法
フ
ィ
ー
ル
ー
ド
ノ
ー
ト　

第
３
版
』 (

信
山
社
、
二
〇

〇
六
年)  

四
六
頁
。

（
15
）　

片
桐
・
前
掲
注（
１
）三
頁
。

（
16
）　

丸
山
・
前
掲
注（
１
）一
七
頁
。

（
17
）　

棟
居
・
前
掲
注（
９
）二
六
一
頁
。

（
18
）　

西
村
裕
一
「
ま
な
ざ
し
の
憲
法
学（
１
）」
法
学
教
室
三
八
四
号(

二
〇
一

二
年) 

四
五
頁
。

（
19
）　

駒
村
圭
吾
「『
視
線
の
権
力
性
』
に
関
す
る
覚
書
」『
慶
応
の
法
律
学
公

法
Ⅰ
』（
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
）
三
一
八
頁
。

（
20
）　

駒
村
・
前
掲
注（
19
）二
八
八
頁
。

（
21
）　

小
山
剛
『「
憲
法
上
の
権
利
」
の
作
法　

新
版
』（
尚
学
社
、
二
〇
一
一

年
）
一
〇
〇
〜
一
〇
一
頁
。

（
22
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
、判
例
と
学
説
に
お
い
て
距
離
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。

丸
山
・
前
掲
注（
１
）一
七
頁
、
宍
戸
・
前
掲
注（
５
）二
二
頁
。
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